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今後も子育て家庭の環境の変化に対応できるよう、適切な教育・保育サービスの提供に取

り組みます。また、待機児童の解消に向け、保育の提供体制の整備に取り組みます。 

 

満３歳から小学校就学までの子どもに対して、年齢に相応しい適切な環境を整

え、心身の発達を助長するため、幼児教育を行います。 

施設型給付園への移行を検討している幼稚園について、適切な対応に取り組み

ます。 

・令和６年度現在、私学助成を受ける幼稚園６園、施設型給付幼稚園３園、認定こども園 10

園があり、既存の提供量でニーズ量を確保できる見込みです。 
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保護者の就労や疾病その他の理由等で、０歳から就学前の保育が必要な子ども

に対して、保育の必要性について認定し、保育を行います。 

１～２歳児に待機児童が生じていることから、適切な保育の提供が行なえるよ

う、保護者や各保育施設との調整を図ります。 
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・本市の保育の受け皿となる定員は、令和７年度以降、2,290 人、令和８年度以降は  

2,383 2,426 人であることから、３号認定（１～２歳児）の確保量は足りない見通しで

す。今後、保育士修学資金貸付制度を活用した、保育人材の育成及び確保に努め、受入れ

児童数を確保していきます。また、就学前児童数は減少傾向にあることから、適正な定員

確保に努めていきます。 

 

不足する見通しです。また、量の見込み及び確保量は各年度当初の数値を基準としていま

すが、近年の年度途中における待機児童数の推移を見ると、全ての年齢において待機児童

が生じている状況です。 

このため、これまで取り組んできた保育士修学資金貸付制度等を活用した保育人材の育

成及び確保に引き続き努めるとともに、新規施設の整備による定員の増加を進め、適正な

定員確保に取り組んでいきます。あわせて、就学前児童数が減少傾向にあることを踏まえ、

地域の実情に応じた持続可能な保育環境の整備を推進することで、適正な定員管理に努め

ていきます。 
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  ・量の見込み及び確保量については、潜在的な利用ニーズを適切に把握するため、乳児家庭全

戸訪問事業や乳幼児健診、子育て支援拠点事業の場においてこども誰でも通園制度の利用の

意向を把握するのためのアンケートを令和７年１０月１日から１２月７日まで実施し、アン

ケート結果から利用希望率を求めたうえで量の見込み及び確保量必要定員数を算出していま

す。また、令和８年度からの事業実施に向け、各事業所（保育所、認定こども園等）と協議を

進めていきます。さらにまた、事業開始後も、実施状況を把握し、見直しを行います。 

 

【 】 

・乳児等通園支援事業が０歳６か月から満３歳児未満を対象とする事業であるため、地域の教

育・保育施設と連携し、乳児等通園支援事業の利用終了後の受入れ枠の確保に努めるほか、乳

児等通園支援事業者と教育・保育施設の円滑な連携・接続に取り組んでいきます。 

特に幼稚園における満３歳児クラスの活用を促進し、乳児等通園支援事業の利用から教育・

保育施設の利用への円滑な移行を支援します。 

全てのこどもの育ちを応援し、こどもの良質な成育環境を整備するとともに、

全ての子育て家庭に対して、多様な働き方やライフスタイルにかかわらない形で

の支援を強化することを目的に、月一定時間までの利用可能枠の中で、就労要件

を問わず、時間単位等で柔軟に保育施設等を利用できる制度です。 


